
「農地の売買・贈与・貸借等の許可（「農地法」第３条）」について！

「農地」を買いたい方！（売りたい方！） は、「七宗町農業委員会」へご相談
ください。

「農地」を借りたい方！（貸したい方！）

農地の売買、贈与、貸借等には「農地法」第３条に基づく「七宗町農業委員会長（又は、
岐阜県知事）の許可が必要となります。

この許可を受けないでされる行為は、公的な権利はありません。
尚、農地の売買、貸借については「農業経営基盤強化促進法」に基づく方法もあります。
詳しくは、「七宗町農業委員会事務局」迄お尋ねください。

◎「農地法」第３条の主な許可基準

「農地法」第３条に基づく許可を受ける為には、次の全ての要件を満たす必要がありま
す。

・今回の申請農地を含め、所有している農地又は借りている農地の全てを効率的に耕作
する事。（すべて効率利用要件）

・法人の場合は、「農業生産法人」の要件を満たす事。（「農業生産法人」要件）
・申請者又は、世帯員等が農作業に常時従事する事。（農作業常時従事要件）
・今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上である事。（下限面
積要件）

・今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えない事。（地域との調和要件）

※「農業生産法人」とは、農業を事業の中心とする事、農業者が中心となって組織され
る事等の「農地法」第２条第３項の要件を満たす法人をいいます。
※「下限面積要件」とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率
的にかつ安定的に継続して行われない事が想定される事から、許可後に経営する農地面
積が一定（都府県：５０ａ、北海道：２ｈａ）以上にならないと「許可」は、出来ない

とす るものです。
尚、「農地法」で定められている「下限面積」が、地域の平均的な経営規模や耕作放

棄地の状況等からみて、その地域の実情に合わない場合には、「各農業委員会」で面積
を定める事が出来る事となっています。

「七宗町農業委員会」では、管内の「下限面積」を次のように定めています。

地 域 下 限 面 積

町 内 全 域 ２０ アール

(下限面積設定理由)

農地の遊休化や、効率的かつ総合的な利用（集団的な農地利用、農作業の共同化等）又、
農業者の意見等を踏まえた設定をし「農業委員会総会」において決定しました。

算定基礎は、「２０１０・農林業センサス」「農家台帳」「近隣市町村の動向」



◎「農地法」第３条許可事務の流れ

「七宗町農業委員会」では、申請書の受付から許可書の交付迄の「事務の標準処理期間」
を３０日と定め、迅速な許可事務に努めています。

○「申請者」の流れ

「農地法」相談 ・お手数ですが、「七宗町農業委員会」窓口迄お越しください。
又はお電話にてお問い合わせください。

「申請」相談
「農業委員会事務局」（役場農林建設課農務係内）

℡（代）0574-48-1111 内線263

「申請書」記入 ・申請内容に応じた「申請書」にご記入ください。
※「農地法」に係る「申請書」等は、「農業委員会事務局」

（必要書類準備） において準備しています。

「申請書」確認 ・「申請書」に記入漏れや必要書類に不足があると、「許可」
迄に時間がかかったり、「不許可」になる場合がありますの

（提出前点検） で、ご注意ください。

「申請書」提出 ・「農業委員会事務局」迄ご持参ください。

○「農業委員会」等の流れ

「申請書」受付
（受理）

「申請書」審査 ・「農地法」第３条の許可基準の適合性、記載漏れや必要書
類の点検及び現地調査を実施します。

「農業委員会総会」 ・「農業委員会総会」において、「許可・不許可」の意思決定
を致します。

「岐阜県知事」 ・七宗町外にお住まいの方が、七宗町内の農地を買ったり借
りたりする場合には、「岐阜県知事」による「審査」と「許

（審査） 可」となります。

・お手数ですが、電話にて連絡を致しますので認印持参のう
「許可書」交付 え「農業委員会事務局」迄受領にお越しください。

・「岐阜県知事」の「許可」の場合には、処理期間が長くなり
ます。



尚、不明な事柄については、各地区の農業委員さんか農業委員会事務局迄お尋ねくださ
い。

農業委員会事務局
〒509-0492
岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3
七宗町役場 農林建設課 農務係

電話番号 0574-48-1111 内線263
FAX番号 0574-48-2239


